
第 I部 京都大学埋蔵文化財研究センタ一紀要

第 l章浄蓮華院と吉田構

応仁の乱後の吉岡の復）以的考察

I はじめに
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文正 2 (1467 ）年の「御霊林の戦し、」に端を発した応仁の乱は，応仁元 (1467 ）年 5 月には

本格的な大乱となり，洛中に壊滅的な打撃をあたえた。応仁 2 (1468 ）年にはいると戦火は

洛外にもおよび， 7月には吉田郷が， 8月には聖護院と熊野社が焼き打ちを受け，吉田郷

の西にあった浄蓮華院も同じころ兵火にかかり炎上した。この乱の後，聖護院は岩倉へ退

転し，浄蓮華院は廃寺同様となった。こうした事態と併行して，吉田では所領の再編がお

こなわれ，土地の利用状況も変化し，その様相は激変した。そして 16 世紀前葉に吉田一帯

は吉田社の一円支配のもとにおさまり，そのまま近陛を経て近代をむかえる O 本稿では，
よしだのかまえ

中世後半から近世にかけての吉田を知る上で欠くことのできない浄蓮華院と吉田構に関す

る知見をまとめ，そうした中世後半の状況を踏襲した近世の吉田村の復原を試み，当時の

吉田の状況を知る上での一助としたい。

2 j争蓮華院と吉田社領

浄蓮華院は正治元(1199 ）年に，藤原北家勧修寺流の吉田経房が建立した寺で，経房の死

後は彼の菩提所となった寺である。この浄蓮華院や勧修寺家の吉田の別業については中村

直勝の研究がある。その中で中村は，経房がさして広くもない吉田の所領を，細分して子

孫に譲ることにより，浄蓮華院がすたれることのないように配慮していたことを明らかに

している。しかし，こうした配慮もむなしく，建武 4 (1337 ）年に氏の長者吉田定房が南朝

に従い吉野に移ったことにより，浄蓮華院は，その有力な支持基盤を失い，寺勢が衰えた

ようである。そして，応仁の乱によって炎上してからは荒廃をきわめ，その所領も，吉田

（卜部）兼倶の率いる吉田社に蚕食され，ついには吉田社領に組みこまれてしまう。本節で
ひなみき

は，経房と同じ藤原北家勧修寺の流れをくむ中御門宣胤の日次記『宣胤卿記』を中心に，

浄蓮華院の退転の状況について述べる。

応仁の乱以来，浄蓮華院は「乱来無寺，只竹木許也，石塔議残，寺僧在京」と無住寺に等
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58 浄蓮華院と吉田橘

しい荒れようであった。こうした状況のもとで，文亀元 (1501 ）年には「寺辺田島混乱」と

所領の混乱がはじまる。浄蓮華院でしばしば先祖の法要を営んでいた宜胤は，浄蓮華院の

住持と，吉田社の神官吉田兼倶のあいだを取り持つことになった。しかし，兼倶は浄蓮華

院からの再三の抗議も意に介さず，ついには「浄蓮華院寺辺凶品，兼倶搾/1 違乱同事， （中

略）近日悉押之云々」と完全に押領してしまった。事態はそのまま吉田社に有利に展開し

幕府に持ちこまれた訴訟も吉田社の勝訴に終った。これに対して宣胤は一門の署名を集め，

再度幕府に訴えているが，そのかいもなく，永正14(1517 ）年には「寺跡蒲荒廃，一家中墓

悉取散，本願御墓只ー残，不思議也Jと吉田経房の某が一基だけ残っているのを不思議が

るほどの荒れようとなったO 周聞の状況も同じ条の記述によれば，寺領が耕地と化し墓地

への通路すらなくなっていた。そのため墓から少し離れた所で、の法要を余儀なくされた宣

j乱は，吉田の郷民の所業におおいに憤慨するのであった。しかし，立胤は浄蓮華院領の押

領に対しては抵抗したものの，積極的に浄蓮華院を再興しようとする意志は見られず，つ

いに浄蓮華院は退転し，天文 2 (1533 ）年には正式に古田社領となったようである O

この浄蓮華院の位置については， 『山城名勝志』に「吉田村北口三町許西也，今回字放

浄蓮華院」とあり，京都大学教養部構内西半から医学部構内に比定できる。『京都坊白誌』

には， 「字腰前。字海の酎こ首’るむとあり， ほぼ同じ場所に比定できる o この比定地付

近で実施した発掘調査には， A 018 区の調査（図版 1 41), AP19 区の調査（図版 1-74),

A021 区の調査（図版 1 91) がある。これらの調査区に共通して言えることは， 14 世紀の

中葉から後葉を境に遺構や遺物の出土量が減少することである。吉田定房が吉野に移った

1337 年以降，浄蓮華院の勢力が衰えたためと考えられる。また，室町後期以降に耕地化す

ることも指摘されているが，こうした状況は浄蓮華院が吉田社領に組みこまれ，耕地化し

ていった状況とよく対応する。

3 吉田橋

応仁・文明の大乱で、再三にわたり甚大な被害を受けーた洛中・洛外の人々は，みずからの

集落を戦火から守るため，集落の周問を柵，堀，二t：累などで囲み，出入口には木戸門を設

けた。こうした防禦施設は構（かまえ）とよばれていたが，この構は洛中・洛外を問わず構

築され， i波乱の有無にかかわらず維持されていた。上賀茂社の氏人が上賀茂社の門前に構

築した構や， 京都大学北部構内の北西約 100 m の所にある田中神社を中心とした田中構，

真宗門徒が仏国を夢みて「権のほり」をめぐらした山科本願寺寺内町などがその好例であ

る。みずからの住空間をすべて閤いこむという点で，城郭や寺社の防禦施設とは違った；壱；



浄蓮華院と吉田社f,f{ 59 

味を持っていた。上賀茂の構は，氏人が申し合わせをおこない，掘を構築する分担を決め

たり，構の維持管理に関する置文を作成するなど，氏人が自衛のために結束して構築した

もので、ぁ宮）o 田中構も文明 5 (1473 ）年ごろに田中の郷民が結束して構築したものであ宮）。
よしむのかま p

それに対して，吉田構は吉田家が主体となって構築したものらしく，維持管理も吉岡家の

指揮下でおこなわれている。以下，本節では吉田構の状況を，吉田社の神官吉田兼見の記

した『兼見卿記』を中心に復原してみたい（表5）。なお，吉田構は『兼見卿記』の中では

「在所之構Jとよばれている。吉田構の名称は兼見の弟党舜の日次記『舜旧記』によった。

吉国構の中は大きくふたつに分かれ， 「北之在所」と「南之在所j があった。天正12

(1584 ）年 5 月15 日の条に，斎場所の屋根を葺き替えるために藁を集めたとしづ記述がある
ぢげ

が，集まった藁束の数より，「北之在所j に約40 戸，「南之在所」に約30 戸の地下の家があ

ったことがわかる o 出入 1-1 も「北之借」）と「市之構」があったo 「北之構」に付随して橋

の記述があり， 「南之構 IIこ付随して堀の記述があるが，常識的に考えて南北両構の前面

には堀があり，橋がかかっていたものと思われる。そして，南北両構には惣門または構と

よばれる防禦用の門が構築されていた。

i'f田構の周聞は掘で囲まれていたと考えられる。南には「市之外堀」があり，北には後

述する「馬場之南之堀」があった。 「西之堀J の記述はないが， 「西之堀道J があること

によって商の堀とそれに平行する道があったと考えられる。東側については「内山之堀J

に関する記述が再三あり，堀があったと考えられるが，吉田構を古田山から完全に切り離

して防禦していたのか，山腹にある古田社などを含めて防禦していたのかは不明で、ある。

このように堀と惣門で固めた吉田構の防禦能力は相応にあったことが，元亀 4 (1573 ）年に

信長上洛の噂を聞いた近郷の人々が，あわてふためいて吉田構へ逃げこんできたことから

もわかる。こうした有事に備えて，構の堀の維持管理は間断なくおこなわれていた。織豊

政権が成立する前後の不安定な世相を反映していると考えられる。

こうした吉田の景観を具体的に示してくれるものに洛中浴外図がある。 『兼見卿記』の

記事より 50 年ばかりさかのぼるが，大永 5 (1525 ）年以降に儲かれたと考えられている町田

家本洛中洛外図扉風の右隻を見ると，のぞき窓らしきもののある築地塀と，木戸門で固ま

れた吉田構の様子がわかる（図36 ）。西向きの木戸門は，南北し、ずれの構にあたるかは不明

であるが，洛中に向けて聞かれている点では，後述する近世の吉田村の惣門と同じである。

構の中に藁葺きの家が5棟ばかり描かれている。家の前で鑓をひろげ農作物を干している

ことから農家と考えられる。社家の邸宅や，構の堀などは描かれていない。
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吉田構のすぐ北側で，吉田社にむかつてのびる 2 条の松並木のある所が，「春日之馬場」

である。この馬場の松並木には大木が多かったため，干1/1 木であるにもかかわらず，所望す

る権力者があとを断たなかった。 『兼見卿記』に断りあぐ、ねる吉田社の様子がよみとれる。

この応場の位置は近｜止になっても変わらないが，「北馬場」「南馬場」の 2 本となり，松並

木は 3 条になった（図39 ）。この馬場の南に土塁をはさみi陪 1聞の堀がある。 『兼見)mp記』

の「馬場之南之堀」がこれにあたると考えられる。現在この 2本の馬場がそのまま吉田社

内参道と iなったため，参道の中央に l列の松並木が残る結果となった。

次に吉田の構のrjIで大きな景観構成要素となっていたで、あろう吉田家の邸宅について，

ふれておく。 『兼見卿記』には兼見邸に関する記述は多いが，逐一列記することは省略 L,

その大要を伝えたL、。まず，兼見邸の母屋は瓦葺きの二階建てで，面（表）の座敷，裏の座

敷，奥座敷，茶湯座敷，小座敷のほか，青女不断の座敷（兼見夫人の居間），台所などのあ

る豪邸であったO 屋敷内には他に馬屋，二階土蔵，客殿，別屋などがあった。東と北には

庭があり，北の庭には山中路より運び出した白川石が据えられていた。兼見邸の周聞には

築地と堀がめぐり，特に西側の堀は二重であった。兼見邸のこうした様子から，ほかの社

家も相応に3立派なものであったと推定できる。近世の社家町の景観は中世末には完成され

ていたものと思われる O

図36 町田家本洛中洛外絵図（東京国立博物館蔵）
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表5 『兼見卯fl記」にみる吉田慌の主要関連記事

記 載 事

在所北之構普請，橋以下中付了

項

クク 3.22 （信長が）社頭馬場之木一本御所望之旨仰云々（中略〉不及是非，馬場

之内切大木了

1573 元亀 4. 3. 17 l在所之構円以下，申付普請了

タ ク s. zg I （信長上洛）近郷男女逃入当郷無正体，堅中付，打両門令堅（警？）同

了，（中目的同人（柴HJ勝家ほか〕来，両円堅令香了

ク タ 6. s I 白武家御所（足利義昭）当社馬場之松木五本御所増之旨両使也，御理毎

度イミネ目）函，不及是非，長之由申入了

1575 天正 3 2. 15 I （信長より）為十郷山中路可造之出村氏申付也，（巾lily¥）不及是非，六百

間之分請取之

1578 天正 6. 1. s I 南之在所火事， 「i開計焼亡

クク 10. 2 

1579 天正 7. 2. 8 

1580 天正 8. 閏 3. 6 

山中路普請法人)-E，後亥IJu目出見持

在所之北薮へ之通路無正鉢， J尚之事人々之分申付也

（村井貞勝〉松木一本所屯召連,f/lJ来，馬場之木，南方西之第一之木採

之

ク ク 10. 22 I 内山ニ新堀之事巾付，営請

タ ク 11.rn I c近衛前久）馬場之木一木御所望，良之由中了

1581 天正 9. 2.23 l於嘗所春日馬場可令乗馬之由申来

ク ク 4. 22 I於首弓場而的所望也

ク ク 9. 6 I 普請内山新堀也

1582 天正IO. 3. 6 1 西面之士山塙巳下普請出米畢（『兼見卿記別本』）

ク ク 6. 12 I 在所之構，南之外地普請，白川・浄土寺・聖護院三郷之人足合力也

ク ク 6. 24 I 在所之構普請，堀也

ク ク 1. 16 I 於首所由之在所施餓鬼之事案内申候

クク 12. 15 

1583 天正1I.国 I.24 

普請，右馬助屋数之東堀之南北七間，市之在所今小路留道堀切南衆普

請，北衆右之腐也

西之堀道之筋垣ヲ仕了

ク ク 4. 17 I馬場之市之堀普訪中付了

ク ク s. 21 I 三条之伊藤方ヨリ 111 小路普請之儀十1，米，御朱印諸式免許之出中理了

ク タ 1. 22 I （山中郷の）機谷彦四郎来云， ill中路道作之儀（中略）令対面巾理了

ク タ 10. 20 I 普請中付，与一定数通掛掬i，去年新道通也

ク ク 12. 21 I南之構薮之内ノ！草木切之

1584 天正12. s. 15 I小姿之藁，地下家次回束宛Hi 之，北之在家源三郎卒行ニ中H ，百五十

四束4 南在家平左衛門店~奉行，百，－八束観音堂ニ置之，斎場所御屋根

之用l包

タ ク 5. 22 I常郷惣門南ニ打高札

ク ク 9. s I普詰，月斎之東掘之，惣別古堀之其内猶掘之
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4 近世の吉田村

近世の一吉自の社家町は，基本的には吉田構の町割りを踏襲したものと考えられる。本節

では吉田の社家町とその周囲の状況を明らかにし， 吉田構を復原する上での手がかりとし

たい。そのため，天理大学附属天理図書館吉田文庫所蔵の「吉田社家住宅配図J （図38 ）と

｜一吉田社周辺絵図」（図39 ）を中心に，吉田の社家町の復原を試みた（図40 ）。

「吉田社家住宅配図」は，社家町の中に住む人々の屋敷の配置をしるしたものである。

この図の町割りを，都市計画図の上に復原してみると， そのまま現在まで踏襲されている

ことがわかる。社家町の出入口は，斎場所に向かう東向きの「坂口」以外は，洛中洛外図

で見たように西向きである。この西向きの出入口のうち， 「 1,1~ 口門」が「北之構」に，「南

口門」が「南之構」に対応するものと考えられる。なぜ、なら， 「北Il」周辺の町割りは社

家町の南三I＂と比べて多少混乱が見えるうえ， 『兼見卿記』に「在所之北薮」などの記述が

あることから， もともと薮であった所をなしくずしに宅地化した可能性があり， 「北口」

は新しい出入口と考えられる O その上， 「中口門」や「南口門」にはその名称に門がつく

のに主すし， 「北口」にはつかず，正式な出入口ではない可能性が高いからである。 「中日

門」の具体的な姿は， 「拾遺都名所図絵」天明 7 (1787 ）年刊に詳しい（図37 ）。それによる
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と， 「中口門」は社家町の西側の南北路より東によせて建てられ，門の前には石垣により

桝形が精築されている。この桝形のため， 「中仁l門」のあった四つ辻は，今も街路がくい

違っている。 「南口門」もその比定地で街路がくい違っており，石垣による桝形があった

と思われる。

「吉田社家住宅配図」の中で，「采女」，「主応」，「主水」，「左京」などの社家の名は，

「中口門」から「坂口」へぬける東西路と，社家町の中を南北にぬける道の北半に集rlt す

る（図40 の濃い斜線部分）。図37 でも，東西路の南北両側に，立派な門構えの社家が整然と

並んで描かれており，社家と地ドの居住地域は明確に分離されていたと思われる。なお，

この図で右下に「萩原殿」とあるのは「吉田殿」の誤りである O

「吉旧社周辺絵凶」は，吉田の社家町の北辺から，古田社領と白川村の民界である白川

道までを描いた図で，道路，堀，馬場などの幅や長さが当きこまれている O この図は，吉

田社の北に宝永年間 (1704 ～1711) から元文年間 (1736 ～1741 ）のわずかな間だけ存在した東

照宮ぷ描かれていることから， 18 世紀前半のものと思われる o この図には，白川道やそれ

にとりつく南北路，そして東照宮にむかう新道が詳細に拙かれている。白川道は「坂本海

道」とかかれ，幅は 2 間とある O この白川道の南側に少し聞をあけて水路が平行する。こ

うした状況は， AW281 ぎの発掘調査やA X28 区の発掘調査で得られた知見と一致する。特

にAX28 区では，白川道と水路との聞で，土留めの杭や野査を多数検出し，近世の白川道

周辺の景観復原を可能にしただけで、なく，吉田の郷民がしばしば補修を命じられた， 1fct 世

の白川道と推定される遺掘を検出している。南北路は幅が8問で，白川道にとりつく所に

は石橋があった。この道の異常な広さは束照官の新造にともなう拡幅のせいであろうかo

AT27 区の発掘調査で近世の南北路を検出したが， i隔は 2.5m しかなく，図中の南北路と

の関係は不明である。東照宮に向かう幅6聞の新進については，立合調査を含めいまだ確

認していなL、。

5 小結

以上，応仁の乱以降の吉田について，浄蓮華院と吉田構を中心に述べてきた。浄蓮華院

については，応仁の乱による荒廃，所領の混乱，訴訟，敗訴，退転となった経緯を明らか

にし，発掘調査で得た知見がよく一致することを指摘した。医学部構内北半から教養部の

西北部にかけての地が，浄蓮華院の寺地や墓地であった可能性は高し、。また，吉田構と吉

田の社家町についてはその景観を復原し，中世後半から近世の吉田の集落の状況を明らか

にした。なお，乱前の吉田については， F!lr領の再編や，乱による資料の散逸のため不明な
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部分が多し、。乱前に吉田の地にあった勧修寺家，福勝院，吉田社の旧社地については今後

の課題としたい。

また，この小論をまとめるにあたり，資料の閲覧と掲載を許可していただいた天理大学

附属天理図書館に，文末をかりて謝意を表します。
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